
近
年
、
転
入
届
や
転
出
届
な

ど
に
お
け
る
第
三
者
の
「
な
り

す
ま
し
」
に
よ
る
不
実
の
届
出

事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
未
然
に
防
止
し
、
併

せ
て
住
民
基
本
台
帳
の
正
確
な

記
録
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
住
民
異
動
届
（
転
入
届
、

転
出
届
、
転
居
届
、
世
帯
主
変

更
届
）
を
対
象
に
窓
口
で
の
本

人
確
認
を
す
る
取
扱
い
と
な
り

ま
す
の
で
、
主
旨
を
ご
理
解
の

う
え
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
取
扱
い
は
全

国
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、

他
市
区
町
村
に
転
入
さ
れ
る
と

き
も
同
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

対
象
と
す
る
届
出

付
記
転
出
届
（
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
方
が

転
入
届
前
に
あ
ら
か
じ
め
、
郵

送
な
ど
で
も
と
の
住
所
地
の
役

所
へ
提
出
す
る
転
出
届
）
を
除

く
す
べ
て
の
住
民
異
動
届
を
対

象
と
し
ま
す
。

本
人
確
認
の
対
象
者

窓
口
に
届
出
を
し
た
方
（
届

出
人
ま
た
は
代
理
人
も
し
く
は

使
者
）

本
人
確
認
の
方
法

運
転
免
許
証
ま
た
は
旅
券
、

住
基
カ
ー
ド
そ
の
他
官
公
署
が

発
行
し
た
免
許
証
、
許
可
証
も

し
く
は
資
格
証
明
書
な
ど
（
顔

写
真
貼
付
の
も
の
）
で
本
人
確

認
で
き
る
も
の
。
ま
た
、
顔
写

真
貼
付
の
も
の
が
な
い
場
合
は
、

健
康
保
険
証
、
年
金
証
書
ま
た

は
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
、
社

員
証
な
ど
の
書
類
で
複
数
の
提

示
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
前
記
証
明
書
な
ど
の

提
示
が
な
い
場
合
や
審
査
時
に

必
要
と
判
断
し
た
場
合
は
、
口

頭
で
質
問
を
行
っ
て
確
認
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

月
1
日
か
ら
7
日
は　
　

10

「
公
証
週
間
」

公
正
証
書
は
、
国
か
ら
任
命

さ
れ
た
法
律
の
専
門
家
の
公
証

人
が
作
成
す
る
公
文
書
で
す
。

遺
言
、
離
婚
給
付
、
金
銭
貸

借
、
土
地
建
物
賃
貸
借
な
ど
大

切
な
契
約
を
公
正
証
書
に
し
て

お
く
こ
と
で
権
利
の
争
い
を
防

ぎ
、
あ
な
た
の
財
産
を
守
り
ま

す
。ご

相
談
は
、
公
証
週
間
に
関

係
な
く
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を

除
き
、
無
料
で
、
ま
た
電
話
で

も
行
っ
て
い
ま
す
。

・
旭
川
公
証
人
合
同
役
場

旭
川
市
4
条
通
9
丁
目
朝
日

生
命
旭
川
ビ
ル
2
階

�
0
1
6
6
‐　

‐
0
0
9
8

23

�
0
1
6
6
‐　

‐
5
5
5
3

22

・
名
寄
公
証
役
場

名
寄
市
西
1
条
南
9
丁
目　
35

�
0
1
6
5
4
‐
3
‐
3
1
3
1

�
0
1
6
5
4
‐
3
‐
3
1
3
1

広報みなみふらの・お知らせ版（2）
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戸
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年
金
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住
民
異
動
届
審
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時
に
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２３

遺
言
や
大
切
な
契
約
は
公

証
役
場
で

　　　　��� 問 い合わせ先 ���　　　　

保健福祉課（社会福祉係）　� 52-2144

いじめ・虐待・性別や障害があることを理由と

する差別などのご相談に無料で応じます。相談

内容の秘密は固く守りますので、気軽においで

ください。

と　き　　9月21日（水）

　　　　　午後1時から午後3時まで　

ところ　　南富良野町役場　小会議室Ａ

相談員　　南富良野町人権擁護委員

　　　　　法務局職員

特設人権心配ごと相談所開設

■投票場所および投票時間

投票時間施　設　名投票区域投 票 区

午前７時
～午後７時北落合除雪管理センター北落合第１投票所

午前７時
～午後７時落合地区多目的センター落　合第２投票所

午前７時
～午後８時町民体育館幾寅・

東鹿越第３投票所

午前７時
～午後７時金山地区コミュニティセンター金　山第４投票所

午前７時
～午後７時下金山地区多目的センター下金山第５投票所

※第３投票所（幾寅・東鹿越区域）の投票場所が町民体育館と
　なっていますので、お間違えのないようお願いします。

● 問い合わせ先 ●
町選挙管理委員会事務局（役場内）� 52-2112

９月１１日は の投票日です

衆議院議員総選挙

最高裁判所裁判官国民審査
（ ）小選挙区選出議員
小選挙区選出議員


